
議
会

第
1
回

定
例
会

　

平
成
27
年
日
野
町
議
会
第
1
回
定
例
会
が
、

３
月
２
日
か
ら
25
日
ま
で
の
24
日
間
に
わ
た
っ

て
開
会
さ
れ
、
提
案
が
あ
り
ま
し
た
36
件
の
議

案
お
よ
び
報
告
２
件
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

提
案
さ
れ
ま
し
た
議
案
は
、
す
べ
て
原
案
ど

お
り
可
決
・
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

　

主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
平
成
27

年
度
の
予
算
に
つ
い
て
は
、
2
ペ
ー
ジ
か
ら
7

ペ
ー
ジ
に
詳
し
く
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

置
お
よ
び
管
理
等
に
つ
い
て
定
め

る
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。

◆
介
護
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
に

伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

介
護
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
の
制
定
公
布

に
伴
い
、「
日
野
町
指
定
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、

設
備
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
」
お
よ
び
「
日
野

町
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め

の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
」
に
つ
い

て
、
厚
生
労
働
省
令
の
基
準
に
従

い
条
例
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

◆
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
制
定
公
布
に
伴
い
、

法
律
の
名
称
変
更
に
よ
る
関
係
条

例
の
整
理
を
行
う
た
め
、
条
例
改

正
を
行
い
ま
し
た
。

◆
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運

営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運

営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
制
定
公
布
に
伴
い
、

教
育
長
が
一
般
職
か
ら
特
別
職
に

変
更
と
な
る
た
め
、
特
別
職
の
職

員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
等
の

関
係
条
例
の
改
正
と
廃
止
を
行
い

ま
し
た
。

◆
日
野
町
附
属
機
関
設
置
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

　

町
史
編
さ
ん
事
業
が
平
成
26
年

度
を
も
っ
て
終
了
し
、
日
野
町
附

属
機
関
の
う
ち
日
野
町
史
編
さ
ん

委
員
会
を
廃
止
す
る
た
め
、
条
例

の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

◆
日
野
町
行
政
手
続
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

　

行
政
手
続
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
制
定
公
布
に
伴
い
、
国

民
の
権
利
利
益
の
保
護
の
充
実
の

た
め
の
手
続
き
と
し
て
、「
処
分

等
の
求
め
」
お
よ
び
「
行
政
指
導

の
中
止
の
求
め
」
に
関
す
る
規
定

の
整
備
等
を
図
る
た
め
、
条
例
の

改
正
を
行
い
ま
し
た
。

◆
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も

の
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

指
定
病
院
等
の
不
在
者
投
票
に

お
け
る
外
部
立
会
人
の
報
酬
額
を

定
め
る
と
と
も
に
、
事
務
嘱
託
員

つ
い
て

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
規

定
に
基
づ
き
、
子
ど
も
の
た
め
の

教
育
・
保
育
に
関
す
る
利
用
者
負

担
額
（
幼
稚
園
・
保
育
園
の
利
用

料
）
を
定
め
る
条
例
を
制
定
し
ま

し
た
。

◆
日
野
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
の
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

　

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を

高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
の
制
定
公
布
に
伴
い
、

日
野
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
を
制
定

し
ま
し
た
。

◆
日
野
町
指
定
介
護
予
防
支
援
等

の
事
業
の
人
員
お
よ
び
運
営
な

ら
び
に
指
定
介
護
予
防
支
援
等

に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効

果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

　

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を

高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
の
制
定
公
布
に
伴
い
、

日
野
町
指
定
介
護
予
防
支
援
等
の

事
業
の
人
員
お
よ
び
運
営
な
ら
び

に
指
定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る

介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支

援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
を
制
定
し
ま
し
た
。

◆
日
野
町
教
育
長
の
勤
務
時
間
そ

の
他
の
勤
務
条
件
お
よ
び
休
暇

な
ら
び
に
職
務
に
専
念
す
る
義

務
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運

営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
制
定
公
布
に
伴
い
、

教
育
長
が
一
般
職
か
ら
特
別
職
に

変
更
と
な
る
た
め
、
新
た
に
条
例

を
制
定
し
ま
し
た
。

◆
近
江
日
野
商
人
ふ
る
さ
と
館
の

設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

　

平
成
25
年
に
町
が
所
有
し
た
旧

山
中
正
吉
家
の
土
地
・
建
物
を
、

本
年
４
月
1
日
よ
り
近
江
日
野
商

人
ふ
る
さ
と
館
「
旧
山
中
正
吉
邸
」

と
し
て
一
般
公
開
す
る
た
め
、
設

人

事

案

件

◆
日
野
町
教
育
委
員
会
教
育
長
の

任
命
に
つ
い
て

　

今い
ま

宿し
ゅ
く

綾あ
や

子こ

さ
ん
（
東
近
江
市
）

を
任
命
す
る
同
意
が
さ
れ
ま
し
た
。

　

任
期
は
平
成
27
年
４
月
２
日
か

ら
３
年
間
と
な
り
ま
す
。

条
例
の
制
定
・
改
正

◆
日
野
町
債
権
管
理
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

　

町
の
債
権
管
理
の
適
正
化
を
図

り
、
公
正
か
つ
円
滑
な
行
財
政
運

営
に
資
す
る
た
め
、
債
権
の
管
理

事
務
の
基
準
を
定
め
る
条
例
を
制

定
し
ま
し
た
。

◆
日
野
町
子
ど
も
の
た
め
の
教

育
・
保
育
に
関
す
る
利
用
者
負

担
額
を
定
め
る
条
例
の
制
定
に

広報ひの　2015.5.1 14



（
区
長
）
お
よ
び
農
業
組
合
長
な
ら

び
に
統
計
調
査
員
の
報
酬
額
の
改

正
等
を
行
う
た
め
、
条
例
の
改
正

を
行
い
ま
し
た
。

◆
日
野
町
手
数
料
徴
収
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
お
よ
び
浄
化
槽
法
に
基

づ
く
許
可
等
に
係
る
手
数
料
を
定

め
る
た
め
、
条
例
の
改
正
を
行
い

ま
し
た
。

◆
日
野
町
使
用
料
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て

　

大
谷
公
園
内
に
あ
る
グ
ラ
ウ
ン

ド
ゴ
ル
フ
場
整
備
に
伴
い
、
有
料

公
園
使
用
料
を
改
定
す
る
こ
と
と

し
、
時
間
単
位
で
の
使
用
を
可
能

と
す
る
た
め
の
改
正
を
行
い
、
ま

た
、
グ
リ
ム
冒
険
の
森
各
施
設
使

用
料
を
改
定
す
る
た
め
、
条
例
の

改
正
を
行
い
ま
し
た
。

◆
日
野
町
財
産
区
管
理
会
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

　

日
野
町
大お

お
い
け
こ
い
け

小
池
財
産
区
管
理
会

か
ら
町
へ
名
称
変
更
に
つ
い
て
の

要
請
に
伴
い
、
日
野
町
大お

お

池い
け

小こ

池い
け

財
産
区
管
理
会
に
変
更
す
る
た

め
、
条
例
の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

◆
日
野
町
福
祉
医
療
費
助
成
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

　

子
育
て
家
庭
に
対
す
る
支
援
の

一
環
と
し
て
、
小
学
校
４
年
生
か

ら
６
年
生
の
通
院
時
の
医
療
費
助

成
を
新
た
に
平
成
27
年
10
月
１
日

か
ら
実
施
す
る
た
め
、
条
例
の
改

正
を
行
い
ま
し
た
。

◆
日
野
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

　

平
成
27
年
度
か
ら
平
成
29
年
度

ま
で
の
介
護
保
険
事
業
を
円
滑
に

運
営
す
る
た
め
に
策
定
し
た
「
第

6
期
日
野
町
高
齢
者
福
祉
計
画
・

介
護
保
険
事
業
計
画
」
に
よ
り
、

各
種
サ
ー
ビ
ス
見
込
み
量
に
基
づ

き
、
必
要
な
介
護
保
険
料
な
ど
を

改
定
す
る
た
め
、
条
例
の
改
正
を

行
い
ま
し
た
。

◆
日
野
町
保
育
所
保
育
の
実
施
に

関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教

育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の

推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の

制
定
公
布
に
伴
い
、
児
童
福
祉
法

が
改
正
さ
れ
、
平
成
27
年
４
月
か

ら
の
保
育
所
に
お
け
る
保
育
の
認

定
基
準
に
つ
い
て
は
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
法
施
行
規
則
に
規
定
が

設
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
条
例

の
廃
止
を
行
い
ま
し
た
。

◆
日
野
町
議
会
委
員
会
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運

営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
制
定
公
布
に
伴
い
、

教
育
委
員
長
と
教
育
長
を
一
本
化

し
た
新
た
な
責
任
者
（
新
教
育
長
）

を
置
く
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る

改
正
が
行
わ
れ
た
た
め
、
文
言
の

整
理
を
行
い
ま
し
た
。

補
　

正
　

予
　

算

◆
平
成
26
年
度
一
般
会
計

　

１
億
５
千
２
２
０
万
８
千
円
を

減
額
し
、
予
算
総
額
は
83
億
１
千

９
５
４
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
補
正
は
、
年
度
末
に
よ

る
各
事
業
の
経
費
の
精
算
に
伴
う

も
の
や
、
地
方
へ
の
好
循
環
拡
大

に
向
け
た
緊
急
経
済
対
策
と
し
て

成
立
し
た
国
の
補
正
予
算
に
伴
う

事
業
費
の
増
額
が
主
な
も
の
で
す
。

　

増
額
補
正
の
主
な
も
の
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。

歳
出

☆
減
債
基
金
積
立
金

�

１
億
２
千
47
万
２
千
円

☆
地
方
創
生
交
付
金
事
業
（
地
域

消
費
喚
起
・
生
活
支
援
型
）　

�

３
千
４
０
０
万
円

☆
地
方
創
生
交
付
金
事
業
（
地
方

創
生
先
行
型
）

�

３
千
１
０
０
万
円

◆
平
成
26
年
度
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計

　

一
般
被
保
険
者
に
か
か
る
療
養

給
付
費
お
よ
び
高
額
療
養
費
の
増

額
等
に
よ
り
、
３
千
29
万
４
千
円

を
増
額
し
、
予
算
総
額
は
22
億
３

千
２
７
３
万
２
千
円
と
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
社
会
保
障
・
税
番
号

制
度
対
応
シ
ス
テ
ム
改
修
業
務
に

つ
い
て
、
翌
年
度
へ
繰
越
し
を
行

い
予
算
執
行
す
る
た
め
、
繰
越
明

許
費
を
設
定
し
ま
し
た
。

◆
平
成
26
年
度
公
共
下
水
道
事
業

特
別
会
計

　

工
事
請
負
費
の
精
算
な
ど
に
よ

り
、
５
千
５
４
３
万
４
千
円
を
減

額
し
、
予
算
総
額
は
８
億
２
千
９

６
４
万
３
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

◆
平
成
26
年
度
農
業
集
落
排
水
事

業
特
別
会
計

　

工
事
請
負
費
の
精
算
な
ど
に
よ

り
、
１
千
８
３
９
万
円
を
減
額
し
、

予
算
総
額
は
１
億
９
千
４
６
２
万

６
千
円
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

小
水
力
等
農
村
地
域
資
源
利
活
用

促
進
事
業
に
つ
い
て
、
翌
年
度
へ
繰

越
し
を
行
い
予
算
執
行
す
る
た
め
、

繰
越
明
許
費
を
設
定
し
ま
し
た
。

◆
平
成
26
年
度
介
護
保
険
特
別
会

計

　

介
護
保
険
給
付
費
の
減
額
な
ど

に
よ
り
、
保
険
事
業
勘
定
を
８
９

５
万
９
千
円
減
額
し
、
予
算
総
額

は
18
億
１
千
８
８
８
万
１
千
円
と

な
り
ま
し
た
。ま
た
、社
会
保
障
・

税
番
号
制
度
対
応
シ
ス
テ
ム
改
修

業
務
に
つ
い
て
、
翌
年
度
へ
繰
越

し
を
行
い
予
算
執
行
す
る
た
め
、

繰
越
明
許
費
を
設
定
し
ま
し
た
。

◆
平
成
26
年
度
後
期
高
齢
者
医
療

特
別
会
計

　

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
対
応

シ
ス
テ
ム
改
修
業
務
に
つ
い
て
、

翌
年
度
へ
繰
越
し
を
行
い
予
算
執

行
す
る
た
め
、
繰
越
明
許
費
を
設

定
し
ま
し
た
。

◆
平
成
26
年
度
水
道
事
業
会
計

　

受
託
工
事
収
益
の
減
額
な
ど
に

よ
り
、
収
益
的
収
支
の
収
入
予
定

額
を
６
９
万
４
千
円
減
額
し
、
６

億
６
千
４
４
３
万
２
千
円
に
、
支

出
予
定
額
を
３
５
５
万
円
増
額

し
、
６
億
１
千
３
３
３
万
円
と
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、
北
山
主
要
幹

線
老
朽
管
更
新
工
事
な
ど
の
事
業

精
査
に
よ
り
、
資
本
的
収
支
の
収

入
予
定
額
を
９
８
６
万
７
千
円
減

額
し
、
７
千
８
０
８
万
５
千
円
に
、

支
出
予
定
額
を
３
千
７
０
０
万
円

減
額
し
、
１
億
７
千
４
０
４
万
９

千
円
と
な
り
ま
し
た
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

議
会
事
務
局　

☎
�
6
5
5
1
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